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○尾道市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則 
平成9年10月1日 

規則第34号 

改正 平成11年3月12日規則第3号 

平成12年3月22日規則第24号 

平成12年11月30日規則第59号 

平成13年3月23日規則第7号 

平成14年3月20日規則第23号 

平成15年3月19日規則第21号 

平成15年8月1日規則第48号 

平成15年8月26日規則第50号 

平成16年3月26日規則第21号 

平成16年12月22日規則第57号 

平成17年3月2日規則第65号 

平成17年4月1日規則第124号 

平成17年8月23日規則第134号 

平成18年3月23日規則第24号 

平成18年6月28日規則第75号 

平成18年12月20日規則第116号 

平成19年3月7日規則第12号 

平成19年5月10日規則第61号 

平成20年2月4日規則第5号 

平成21年2月25日規則第3号 

平成21年9月16日規則第69号 

平成22年3月17日規則第13号 

平成22年9月8日規則第60号 

平成23年2月22日規則第8号 

平成23年3月28日規則第18号 

平成24年3月22日規則第16号 

平成24年12月19日規則第74号 

(題名改称) 

平成25年3月21日規則第12号 

平成25年9月13日規則第57号 

平成26年3月14日規則第5号 

平成26年6月25日規則第46号 

平成26年9月25日規則第51号 

平成27年3月18日規則第9号 

平成27年3月30日規則第22号 

平成27年7月16日規則第50号 

平成27年12月24日規則第72号 

平成28年3月30日規則第43号 

平成28年6月29日規則第57号 

平成29年4月1日規則第31号 

平成29年6月9日規則第40号 

平成30年2月27日規則第12号 

平成30年3月30日規則第35号 

注 平成16年12月から改正経過を注記した。 
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第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、尾道市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第50号。以下「条例」という。)

第66条の規定に基づき市営住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。 

(平24規則16・平24規則74・一部改正) 

第2章 市営住宅の管理 

(入居者の資格) 

第2条 条例第7条第1項に規定する同居しようとする親族が、婚姻の予約者のみである場合においては、当

該入居者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。 

(単身者入居対象住宅の規格) 

第3条 条例第7条第3項に規定する市営住宅の規格は、就寝室の数が2室又は住戸専用面積が55平方メートル

未満のものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

(平23規則18・一部改正) 

(入居の申込) 

第4条 条例第9条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長

に提出しなければならない。 

(平17規則124・一部改正) 

(入居決定通知) 

第5条 条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)による

ものとする。 

2 条例第9条第3項に規定する通知は、借上げに係る市営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。 

(入居者選考委員会) 

第6条 条例第10条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者

のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 公益を代表する者 

(3) 市の関係職員 

2 委員会は、市長が必要の都度招集するものとする。 

3 委員会の会長は、委員の中から互選するものとする。 

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。 

5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。 

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。 

(入居補欠者への通知) 

第7条 市長は、条例第11条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、市営住宅入居補欠通知書(様式第

4号)によってその旨を本人に通知するものとする。 

(入居の手続き) 

第8条 条例第12条第1項第1号の請書は、市営住宅請書(様式第5号)によるものとする。 

2 条例第12条第5項による通知は、入居許可証(様式第6号)によるものとする。 

(連帯保証人) 

第9条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。 

(1) 未成年者でないこと。 

(2) 独立の生計を営む者であること。 

(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。 

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその

他やむを得ない理由により連帯保証人を変更するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えてい

る連帯保証人を定め、市営住宅請書及び市営住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を市長に提出しなければ

ならない。 

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、市営住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく

市長に届けなければならない。 

(同居の承認) 

第10条 条例第13条に規定する承認申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)により行うものとする。 

2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号

に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは同居

の承認をすることができる。ただし、同居しようとする者が暴力団員である場合、同居しようとする者が
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過去において市営住宅に入居していた者であって未納の家賃、住宅駐車場の使用料等当該市営住宅の使用

に係る債務がある場合、同居承認をすることによって当該世帯の収入が入居収入基準を上回る場合又は入

居者が条例に違反している場合は、承認しないものとする。 

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族 

(2) その他市長が特別の事情があると認めた者 

3 市長は、前項による同居の承認をしたときは市営住宅同居承認書(様式第9号)によりその旨を、承認しな

い場合にあっては市営住宅同居不承認通知書(様式第10号)によりその旨とともにその理由を申請者に通

知するものとする。 

(平16規則57・平25規則12・平29規則40・一部改正) 

(入居の承継) 

第11条 条例第14条に規定する承認申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)により理由発生後速

やかに申請するものとする。 

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

入居の承継を承認することができる。ただし、入居者が条例第43条第1項第1号から第6号まで及び第8号の

規定のいずれかに該当する者であったと認めるときは、入居の承継を承認しない。 

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該市営住宅に

居住している者であって、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。)又は三親等内の血族若しくは姻族であるとき。 

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該市営住宅の同居の承認を受けてから引き続

き1年以上同居している者であるとき。 

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であると

き。 

3 前項本文の規定にかかわらず、入居者の公募を停止している住宅については、入居者の配偶者(婚姻の届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のみが入居の承継をすることができるもの

とする。 

4 市長は、前2項による入居の承継を承認したときは、入居承継承認書(様式第12号)によりその旨を、承認

しない場合にあっては入居承継不承認通知書(様式第13号)によりその旨とともにその理由を申請者に通

知するものとする。 

5 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに市営住宅請書を市長に提出しなければならない。 

(平16規則57・平29規則40・一部改正) 

(家賃の決定等) 

第12条 市長は、条例第15条第1項又は第2項及び第5項の規定に基づいて、翌年度の家賃の額を決定したと

きは、収入認定通知書兼家賃通知書(様式第14号)により入居者に通知するものとする。 

2 条例第15条第3項の規定により市長が定めた数値は、別表1のとおりとする。 

3 条例第15条第5項に規定する方法により算出した額は別表2のとおりとする。 

(平18規則116・平30規則12・一部改正) 

(収入の申告等) 

第13条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年度収入報告書(様式第15号)により行うものとする。 

2 条例第16条第3項に規定する通知は、収入認定通知書兼家賃通知書によるものとし、認定日は10月1日と

するものとする。 

3 条例第16条第4項で規定する意見の申し出は、収入額の認定に対する意見申出書(様式第16号)に、市長が

指定する収入に関する書類を添付し、収入認定通知書兼家賃通知書が到達した日から10日以内に行うもの

とする。 

4 市長は、前項による収入認定に対する意見申出書の審査に基づいて収入認定の更正を承認する場合は収

入認定更正通知書(様式第17号)により、更正をしない場合は収入認定に対する意見申出不承認通知書(様

式第18号)により申出者に通知するものとする。 

(平18規則116・一部改正) 

(家賃等の減免又は徴収猶予) 

第14条 条例第17条に規定する申請は、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第19号)に市長が必

要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。 

2 市長は、条例第17条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到

達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えな

い範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収
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の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。 

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した

場合は市営住宅家賃(敷金)の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第20号)により、不承認の場合は市営住宅家

賃(敷金)の減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第21号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知す

るものとする。 

4 前各項の規定は、条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収猶予、条例第32条第5項の規定によ

る収入超過者に対する家賃の減免又は徴収猶予及び条例第34条第3項の規定による高額所得者に対する家

賃の減免又は徴収猶予について準用する。 

(平30規則12・一部改正) 

(家賃の納付) 

第15条 条例第18条の規定に基づく納付は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。 

(敷金の額) 

第16条 条例第20条第1項に規定する敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例

第15条第1項及び第5項の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。 

(平30規則12・一部改正) 

(入居者の保管義務) 

第17条 入居者は、市営住宅又は共同施設に滅失又はき損があった場合は、市営住宅滅失(き損)報告書(様

式第22号)によりその状況を市長に報告しなければならない。 

2 前項の報告による滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居

者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。 

(届出等事項) 

第18条 条例第26条に規定する届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第23号)により行うものとする。 

第19条 入居者は条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅用途変更承認申

請書(様式第24号)により申請するものとし、市長はこれを承認したときは市営住宅用途変更承認書(様式

第25号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅用途変更不承認通知書(様式第26号)により

その旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。 

第20条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、市営住宅模様替・

増築承認申請書(様式第27号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長はこれを承認したときは市営

住宅模様替・増築承認書(様式第28号)によりその旨を、承認しない場合にあっては市営住宅模様替・増築

不承認通知書(様式第29号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。 

(収入超過者等に関する規定) 

第21条 条例第30条第1項に規定する当該入居者に対する通知は、収入超過者認定通知書兼家賃通知書(様式

第30号)により行うものとする。 

2 条例第30条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第31号)により行う

ものとする。 

3 条例第30条第3項に規定する意見の申し出は、条例第30条第2項の規定による通知書が到達した日から10

日以内に、収入額認定に対する意見申出書に、市長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとす

る。 

(収入超過者に対する家賃) 

第22条 条例第32条第4項に規定する改良住宅の収入超過者の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政

令第240号)第3条に規定する方法により算出した額に別表3の左欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に

掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じて得た額に、同条の規定による家賃の

額を加えた額とする。ただし、その金額は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6

号建設省住宅局長通知)の第4によって求めた家賃の額に同要領の第8第1項の表に掲げる倍率を乗じて得

た額を超えないものとする。 

(平19規則12・全改、平30規則12・一部改正) 

(高額所得者に対する明渡請求等) 

第23条 条例第33条第1項に規定する請求は、高額所得者市営住宅明渡請求書(様式第32号)により行うもの

とする。 

2 条例第33条第4項の規定による申し出は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第33号)により行うものとし、

市長は、市営住宅の明渡し期限の延長を決定したときは高額所得者市営住宅明渡期限延長決定通知書(様

式第34号)によりその旨を、承認しない場合にあっては高額所得者市営住宅明渡期限延長不承認通知書(様

式第35号)によりその旨とともにその理由を申出者に通知するものとする。 

(高額所得者に対する家賃等) 
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第24条 条例第34条第2項の市長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍に相当する額とする。 

(建替事業) 

第25条 条例第38条第1項に規定する明渡し請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第36号)によ

り行うものとする。 

第26条 条例第39条に規定する申し出は、市営住宅建替事業に伴う建替市営住宅への入居申出書(様式第37

号)により行うものとする。 

2 市長は、前項の規定により入居を申し出た者に対して市営住宅入居決定通知書により通知するものとす

る。 

(明渡しの手続き) 

第27条 市営住宅を明渡すときは、市営住宅明渡届(様式第38号)により住宅を明渡す日の5日前までに届出

るものとする。 

(住宅の明渡し請求) 

第28条 条例第43条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第39号)により行うものと

する。 

第3章 社会福祉事業等への活用 

(使用許可) 

第29条 条例第44条第1項に規定する社会福祉法人等は、次の各号に掲げる条件を備えているものでなけれ

ばならない。 

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業を行う

者 

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に規定する精神

障害者地域生活援助事業を行う者 

2 前項に規定する社会福祉法人等で、市営住宅を活用することができる主体は、次の各号に掲げる団体と

する。 

(1) 地方公共団体 

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人 

(使用手続) 

第30条 条例第45条第1項に規定する許可申請は、市営住宅使用許可申請書(様式第40号)により行うものと

する。 

2 条例第45条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可証(様式第41号)

によりその旨を、許可しない場合にあっては、市営住宅使用不許可通知書(様式第42号)によりその旨とと

もにその理由を申請者に通知するものとする。 

(使用料) 

第31条 条例第46条第1項に規定する使用料は、当該住宅の認定収入月額0円から123,000円までの家賃相当

額とする。 

(申請内容の変更) 

第32条 条例第49条に規定する報告は、市営住宅使用許可変更申請書(様式第43号)により行うものとし、当

該申請を許可する場合にあっては市営住宅使用許可変更承認書(様式第44号)によりその旨を、承認しない

場合にあっては、市営住宅使用許可変更不承認通知書(様式第45号)によりその旨とともにその理由を申請

者に通知するものとする。 

(使用許可の取消) 

第33条 条例第50条に規定する使用許可の取消は、市営住宅使用許可取消通知書(様式第46号)により行うも

のとする。 

第4章 駐車場の管理 

第34条 削除 

(平18規則116) 

(使用の申込み) 

第35条 条例第53条第1項の規定により住宅駐車場の使用の申込みをしようとする者は、所定の市営住宅駐

車場使用申込書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条の自動車検査証を

いう。)の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 
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(使用許可書の交付) 

第36条 市長は、条例第54条の規定により住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者と決定した者

に所定の使用許可書を交付するものとする。 

(使用料) 

第37条 条例第55条第1項に規定する住宅駐車場の使用料の額は、別表4のとおりとする。 

(平18規則116・一部改正) 

(使用の承継) 

第38条 条例第14条の規定により市営住宅の入居の承継を承認された者は、住宅駐車場の使用も承継するこ

とができる。ただし、承継する者が条例第52条各号に規定する条件を具備しない場合は、この限りでない。 

2 前項の規定により住宅駐車場の使用の承継をしようとする者は、所定の市営住宅駐車場使用承継届に第

35条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

第5章 補則 

(市営住宅管理人) 

第39条 市長は、条例第62条第3項の規定により、必要と認めるときは、市営住宅の入居者のうちから市営

住宅管理人を委嘱することができる。 

2 市営住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。 

(平24規則74・一部改正) 

(市営住宅管理人の職務) 

第40条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。 

(1) 家賃納入通知書その他文書の配布 

(2) 市営住宅入居者の確認及びその報告 

(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告 

(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告 

(5) その他市営住宅附帯設備の管理及び報告 

(平18規則116・一部改正) 

(市営住宅管理人の解嘱) 

第41条 市長は、市営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。 

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。 

(2) 住宅管理人が他に転居したとき。 

(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。 

(4) その他住宅管理人として不適当と認めたとき。 

(市営住宅管理人の家賃の減額) 

第42条 市長は、市営住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の額を減額することができる。 

2 金額及び減額の方法は、市長が別に定めるものとする。 

(立入検査証) 

第43条 条例第63条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査証(様式第47号)によるものとする。 

(平24規則74・一部改正) 

(入居者の書類提出の経由) 

第44条 市営住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあ

っては原則としてその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければなら

ない。 

(障害の程度) 

第45条 条例別表第2第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのい

ずれかに該当する程度 

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25

年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

(平24規則16・追加) 

第46条 条例別表第2第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号

表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。 

(平24規則16・追加) 

第47条 条例別表第3第1号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当
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該各号に定めるとおりとする。 

(1) 身体障害 第45条第1号に規定する程度 

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該

当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

(平24規則16・追加) 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成9年10月1日から施行する。 

(規則の廃止) 

2 尾道市営住宅設置並びに管理条例施行規則(昭和46年規則第18号。以下「旧規則」という。)は、廃止す

る。 

3 尾道市営住宅管理人規則(昭和28年規則第10号)は、廃止する。 

4 市営住宅入居者選考委員会規則(昭和28年規則第7号)は、廃止する。 

(経過措置) 

5 市営住宅又は共同施設について、平成10年3月31日までの間は、新規則第4条から第28条まで及び第31条

の規定は適用せず、旧規則第2条の2から第7条まで、第8条の2から第13条までの規定は、なおその効力を

有する。 

6 旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。 

付 則(平成11年3月12日規則第3号) 

この規則は、平成11年4月1日から施行する。 

付 則(平成12年3月22日規則第24号) 

この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

付 則(平成12年11月30日規則第59号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成13年3月23日規則第7号) 

この規則は、平成13年4月1日から施行する。 

付 則(平成14年3月20日規則第23号) 

この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

付 則(平成15年3月19日規則第21号) 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

付 則(平成15年8月1日規則第48号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成15年8月26日規則第50号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成16年3月26日規則第21号) 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

付 則(平成16年12月22日規則第57号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成17年3月2日規則第65号) 

この規則は、平成17年3月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成17年4月1日規則第124号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成17年8月23日規則第134号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成18年3月23日規則第24号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

付 則(平成18年6月28日規則第75号) 

この規則は、平成18年7月1日から施行する。 

付 則(平成18年12月20日規則第116号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成19年3月7日規則第12号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年5月10日規則第61号) 
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この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成20年2月4日規則第5号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年2月25日規則第3号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年9月16日規則第69号) 

この規則は、平成21年10月1日から施行する。 

付 則(平成22年3月17日規則第13号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

付 則(平成22年9月8日規則第60号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成23年2月22日規則第8号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年3月28日規則第18号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則(平成24年3月22日規則第16号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

付 則(平成24年12月19日規則第74号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

付 則(平成25年3月21日規則第12号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

付 則(平成25年9月13日規則第57号) 

この規則は、平成25年11月1日から施行する。 

付 則(平成26年3月14日規則第5号) 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

付 則(平成26年6月25日規則第46号) 

この規則は、平成26年6月30日から施行する。 

付 則(平成26年9月25日規則第51号) 

この規則は、平成26年9月30日から施行する。 

付 則(平成27年3月18日規則第9号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

付 則(平成27年3月30日規則第22号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

付 則(平成27年7月16日規則第50号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成27年12月24日規則第72号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の尾道市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則の

様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

付 則(平成28年3月30日規則第43号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年6月29日規則第57号) 

この規則は、平成28年6月30日から施行する。 

付 則(平成29年4月1日規則第31号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成29年6月9日規則第40号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の尾道市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)

第10条第2項第1号及び第11条第2項の規定は、この規則の施行の日以後にする同居又は入居承継の承認申

請について適用し、同日前にした同居又は入居承継の承認申請については、なお従前の例による。 
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3 この規則による改正前の尾道市営住宅設置、整備及び管理条例施行規則第10条第2項第1号の規定による

同居の承認を受けた者に係る改正後の規則第11条第2項第2号の規定の適用については、同号中「同居して

いる者」とあるのは、「同居している者であって、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族」とする。 

付 則(平成30年2月27日規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成30年3月30日規則第35号) 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

別表1(第12条関係) 

(平30規則35・全改) 

名称 数値(利便性係数) 

吉和霞ヶ丘住宅(ブロック) 0.8999 

吉和霞ヶ丘住宅(木造) 0.8805 

三成住宅 0.8584 

栗原みどりが丘住宅 0.8999 

栗原門田住宅 0.8983 

栗原堂ヶ迫住宅 0.8434 

久保住宅 0.8803 

三美園住宅 0.8845 

幸が丘住宅 0.8915 

福地浜住宅 0.8578 

天女が浜住宅 0.8625 

のぞみが浜住宅 0.8999 

北久保中層住宅 0.8768 

久保西住宅 0.8768 

阿草住宅 No.1 0.8851 

阿草住宅 No.2、No.3 0.8999 

大田住宅 0.8797 

割石住宅 0.8720 

福田住宅 0.8889 

三成が丘住宅 0.8883 

下三成住宅 0.8999 

栗原向ヶ峠住宅 0.8999 

沖側住宅 0.8946 

神田住宅 0.8999 

新高山住宅 0.8999 

東新涯住宅 No.1、No.2、No.4 0.8999 

東新涯住宅 No.3 0.9599 

北久保南住宅 0.8999 

中越住宅 0.8716 

ひらはら台住宅 0.9599 

大蔵住宅 0.8604 

貝ケ原住宅 0.8574 

岩井堂住宅 0.9544 

中央住宅 0.8599 

土井ノ内住宅 0.8604 

杉谷住宅 0.8631 

神西住宅 0.8801 

中組住宅 0.8491 

兼吉ブロック住宅 0.8317 

江奥住宅 0.8869 

干汐住宅 0.8341 

宇山住宅2 0.8842 
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宇山住宅3 0.8849 

宇山住宅4 0.8649 

歌島住宅 0.8999 

津無ヶ尻住宅 0.8321 

家老渡住宅(第一) 0.8180 

家老渡住宅(第二) 0.8116 

折古住宅 0.8021 

向浜住宅(A棟・B棟) 0.8466 

向浜住宅(C棟) 0.9416 

寺谷住宅 0.8377 

江良崎住宅 0.8539 

坂本住宅(第一) 0.8531 

坂本住宅(第一)15号 0.8381 

坂本住宅(第二) 0.8731 

甲田住宅(第二) 0.8306 

甲田住宅(第三) 0.8506 

江良住宅 0.7979 

下長沢住宅 0.8658 

足摺住宅 0.8738 

畑田住宅 0.8600 

青影住宅 0.8159 

釜田住宅 0.8606 

小田浦住宅 0.8471 

赤崎住宅 0.7877 

福田江処住宅 0.7890 

福田江処新住宅 0.7624 

中野脇山住宅 0.7530 

御寺和木住宅 0.8175 

林住宅 0.8404 

福田たちばな住宅 0.9300 

別表2(第12条関係) 

(平30規則35・全改) 

認定収入月額 

(円) 

 

 

住宅名 

0～

104,000 

104,001～

123,000 

123,001～

139,000 

139,001～

158,000 

158,001～

186,000 

186,001～

214,000 

214,001～

259,000 

259,001以

上 

沖側住宅 16,200 18,700 21,300 24,100 27,500 31,700 35,900 35,900 

神田住宅 16,500 19,100 21,800 24,600 28,100 32,400 38,000 38,000 

新高山住宅 

No.1 

11,700 13,500 15,400 17,400 19,900 20,500 20,500 20,500 

新高山住宅 

No.2 

11,900 13,700 15,700 17,700 20,200 23,300 24,400 24,400 

久保西住宅 

3、4 

15,200 17,500 20,000 22,600 25,800 28,400 28,400 28,400 

北久保南住宅 

No.1―111、121 

21,600 25,000 28,600 32,200 36,800 42,500 49,700 57,400 

北久保南住宅 

No.1―112、122 

18,900 21,800 25,000 28,200 32,200 37,200 43,500 50,200 

北久保南住宅 

No.1―113、123 

18,900 21,800 25,000 28,200 32,200 37,200 43,500 50,200 

北久保南住宅 

No.2(2DK) 

18,000 20,800 23,800 26,800 30,600 35,400 41,400 47,700 
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北久保南住宅 

No.2(3DK) 

21,900 25,300 28,900 32,600 37,300 43,000 50,400 58,100 

北久保南住宅 

No.3 

18,700 21,600 24,700 27,800 31,800 36,700 43,000 49,600 

中越住宅 

1～6 

14,300 16,600 18,900 21,400 24,400 27,200 27,200 27,200 

中越住宅 

7～12 

14,600 16,800 19,300 21,700 24,800 28,700 29,400 29,400 

別表3(第22条関係) 

(平19規則12・全改、平21規則3・一部改正) 

年度 入居者の収入 

158,001～

186,600 

186,001～

214,000 

214,001～

259,000 

259,001以上 

初年度(公営住宅法(昭和26年法律第193

号)第28条第2項の規定により当該公営住

宅の家賃が定められることとなった年度

をいう。以下この表において同じ。) 

5分の1 4分の1 2分の1 1 

初年度の翌年度 5分の2 4分の2 1 1 

初年度の翌々年度 5分の3 4分の3 1 1 

初年度から起算して3年度を経過した年

度 

5分の4 1 1 1 

初年度から起算して4年度以上を経過し

た年度 

1 1 1 1 

別表4(第37条関係) 

(平25規則12・全改、平25規則57・平26規則5・平27規則9・平28規則43・平29規則31・一部改正) 

市営住宅の名称 住宅駐車場の使用料(月額) 

栗原みどりが丘住宅 2,300円 

久保住宅 2,300円 

三美園住宅 2,200円 

福地浜住宅 2,300円～2,400円 

天女が浜住宅 2,100円～2,200円 

のぞみが浜住宅 2,300円～3,600円 

北久保中層住宅 2,200円 

割石住宅 2,100円 

福田住宅 2,100円 

下三成住宅 2,200円 

栗原向ヶ峠住宅 2,300円 

沖側住宅 2,300円 

神田住宅 2,300円～2,400円 

新高山住宅 2,300円～2,400円 

東新涯住宅(1号棟・2号棟) 2,500円 

東新涯住宅(3号棟・4号棟) 2,500円 

北久保南住宅 2,200円 

ひらはら台住宅 2,200円 

大蔵住宅 2台目から3,000円 

貝ヶ原住宅 2台目から3,000円 

岩井堂住宅 2台目から3,000円 

中央住宅 2台目から3,000円 

土井ノ内住宅 2台目から3,000円 

杉谷住宅 2台目から3,000円 

神西住宅 2台目から3,000円 

江奥住宅 2,200円 

歌島住宅 2,300円 
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向浜住宅 2,100円～3,100円 

足摺住宅 2,100円～2,200円 

林住宅 2台目から3,000円 

福田たちばな住宅 2台目から3,000円 




